
令和２年三重県議会定例会 

予算に関する補助金等に係る資料 

（追加提案・その１４） 

令和２年１１月 

◯ 三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例（平成１５年三重県条例第３１号）第５条の規定により提出します。

◯ この資料は、予算を議会に提出する場合において、一の事務事業につき一の補助事業者等に対し１，０００万円以上の補助金等を交付する

ことが見込まれるものについて、補助事業者等ごとに記載されています。（法令により補助事業等に係る費用の全部又は一部について県が

負担しなければならないものを除きます。）

◯ 番号欄は、部の通し番号となっています。





第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
83 三重県新型イン

フルエンザ等患
者入院医療機関
等設備整備事業
補助金

新型コロナウイル
ス感染症に係る設
備整備を行う医療
機関

727,200
（未定）

新型コロナウイルス感染
症対策に必要な設備を整
備する経費等に対して補
助する。

（目的・理由）
新型コロナウイルス感染
症に係る医療提供体制
の整備を行い、感染拡大
防止を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
新型コロナウイルスの感染
拡大防止を図るものであ
り、県民の健康的な生活の
ための環境整備として、公
益性がある。

薬務感染症
対策課

衛生費 公衆衛
生費

予防費 防疫対策費

84 新型コロナウイル
ス感染症対策事
業補助金

新型コロナウイル
ス感染症患者等を
受け入れるために
病床を確保した医
療機関

4,423,988
（未定）

新型コロナウイルス感染
症患者等を受け入れるた
めの病床の確保に要する
経費に対して補助する。

（目的・理由）
新型コロナウイルス感染
症患者等に対する良質
かつ適切な医療の提供
を図ることを目的とする。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
新型コロナウイルス感染症
患者等に対する良質かつ
適切な医療の提供を図る
ことを目的としており、県民
の生命を守るための環境
整備として公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

85 三重県新型コロ
ナウイルス感染
症医療機関等支
援事業補助金

新型コロナウイル
ス感染症に関し、
医療従事者のため
の宿泊施設を確保
した医療機関等

371,926
（未定）

新型コロナウイルス感染
症に関し、医療従事者の
ための宿泊施設確保に要
する経費等に対して補助
する。

（目的・理由）
新型コロナウイルス感染
症への対応として緊急に
必要となる感染拡大防止
や医療提供体制の整備
等を行い、感染拡大防止
を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
新型コロナウイルスの感染
拡大防止を図るとともに、
感染症患者等に対する良
質かつ適切な医療の提供
を図ることを目的としてお
り、県民の生命を守るため
の環境整備として公益性
がある。

同上 同上 同上 同上 同上

課（室）名公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

医療保健部　1



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
課（室）名公益性の判断及び理由

交付の目的、根拠及び理
由

番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

86 ＤＭＡＴ・ＤＰＡＴ等
医療チーム派遣
事業補助金

公益社団法人三重
県看護協会
津市観音寺町字東
浦457-3

28,256
（未定）

医療機関等における新型
コロナウイルス感染症に係
るクラスター発生時に、看
護職員を当該医療機関等
へ派遣する際に要する経
費に対して補助する。

（目的・理由）
新型コロナウイルス感染
症患者等に対する良質
かつ適切な医療の提供
を図ることを目的とする。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
新型コロナウイルス感染症
患者等に対する良質かつ
適切な医療の提供を図る
ことを目的としており、県民
の生命を守るための環境
整備として公益性がある。

薬務感染症
対策課

衛生費 公衆衛
生費

予防費 防疫対策費

医療保健部　2



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：子ども・福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
37 生活福祉資金貸

付事業補助金
社会福祉法人三
重県社会福祉協
議会
津市桜橋2-131

4,081,951
（未定）

低所得世帯、障がい者世
帯、高齢者世帯に対し、無
利子または低利子で資金
の貸付事業を行う県社会
福祉協議会に対し、事業
の実施に要する経費の補
助を行う。

（目的・理由）
低所得世帯等に対して、
資金の貸付と必要な相談
援助を行うことにより、そ
の経済的自立及び生活
意欲の助長促進等を図
り、安定した生活を送れ
るよう支援する。

（根拠）
子ども・福祉部関係補助
金等交付要綱

シビルミニマム
低所得世帯等の経済的
自立や生活意欲の向上
等を図り、安定した生活
が送れるよう支援するも
のであり、公益性があ
る。

地域福祉
課

民生費 社会福
祉費

社会福
祉総務
費

低所得者等
援護対策費

番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

子ども・福祉部　1



　　



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：地域連携部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
44 美し国三重市町

対抗駅伝開催事
業負担金

美し国三重市町対
抗駅伝運営委員会
伊勢市宇治館町
510

11,526
(未定)

美し国三重市町対抗駅伝
の開催に要する経費の一
部を負担する。

（目的・理由）
市町対抗の駅伝を開催す
ることにより、ジュニア世代
の発掘・育成とスポーツを
「する」「みる」「支える」全て
の県民の意識高揚を図る。
　
（根拠）
地域連携部関係補助金等
交付要綱

外部（不）経済
全市町が参加する駅伝を
開催することにより、ス
ポーツに参画するための
機運醸成を図るとともに、
スポーツを通じた地域の活
性化につながることから公
益性を有する。

スポーツ推
進課

総務費 スポー
ツ推進
費

スポー
ツ推進
費

地域スポーツ
推進事業費

番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

地域連携部　1



　　



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
119 団体営ため池等

整備事業費補助
金

伊賀市
伊賀市四十九町
3184

77,241
(R2.12)

ため池の施設整備に要す
る経費及び整備に必要と
なる調査・測量・設計にか
かる経費を補助する。

（目的・理由）
公的助成措置を講ずるこ
とにより施設整備を実施
し、受益者以外の住民も
含めた安全性の向上を
図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

市場の不完全性
民間だけでは採算性やリ
スクの観点から負担しきれ
ない多額の費用を要する
農業用施設の改修等を進
めることによって、農業の
振興、地域の安全性向上
につながることから、公益
性を有する。

農業基盤整
備課

農林水
産業費

農地費 農地防
災事業
費

団体営ため池
等整備事業費

120 基幹土地改良施
設防災機能拡充
保全事業費補助
金
（基幹水利施設
緊急調査・計画
事業）

木曽岬町
桑名郡木曽岬町大
字西対海地251

18,000
(R2.12)

土地改良施設の整備に必
要となる全体実施設計、事
業費及び経済効果の算定
に要する費用を補助する。

（目的・理由）
老朽化が進んでいる農
業水利施設について、適
切な対策を実施し、施設
の健全化を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

同上 同上 同上 同上 同上 基幹土地改良
施設防災機能
拡充保全事業
費

番号
事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由 記載例

農林水産部　1　



　　



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：病院事業庁）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
2 経営基盤強化

交付金
公益社団法人地域
医療振興協会
東京都千代田区平
河町二丁目６番３
号

235,797
（R3.1）

三重県立志摩病院（以下
「志摩病院」という。）の指
定管理者である公益社団
法人地域医療振興協会
（以下「協会」という。）が志
摩病院の管理業務を行う
にあたって、効率的な運営
を行ってもなお協会の管理
業務に係る損益計算書上
の経常損失が生じる場合
に、協会の経営基盤を強
化するための交付金を交
付する。

（目的・理由）
指定管理者の経営基盤
の強化を図ることにより、
県立病院としての安定し
た医療の提供を確保す
る。

（根拠）
三重県立志摩病院の管
理に関する基本協定書

ナショナル（シビル）ミニマ
ム
志摩地域の中核病院であ
る県立病院として指定管
理者制度導入後において
も県民に良質で満足度の
高い医療を安定的、継続
的に提供するためのもの
であり、公益性を有する。

県立病院課 病院
事業
費用

医業
費用

経費
（交付
金）

支出科目
課（室）名公益性の判断及び理由

交付の目的、根拠及び理
由

番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称

病院事業庁　1


